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○
文
部
科
学
省
令
第
二
十
九
号

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
法
附
則
第
二

条
第
二
項
及
び
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
九
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則

（
監
査
報
告
の
作
成
）

第
一
条

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
作
成
に

つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

法
第
十
四
条
第
二
項
の
監
査
を
行
う
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

監
査
法
人
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
り
、
情
報
の
収
集
及
び

監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
公
正
不
偏
の
態
度
及

び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し

て
は
な
ら
な
い
。
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一

当
該
学
校
法
人
の
理
事
、
監
事
及
び
職
員

二

そ
の
他
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
者

（
所
轄
庁
へ
の
提
出
書
類
）

第
二
条

法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
所
轄
庁
へ
の
書
類
の
提
出
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
活
動
収
支
内
訳
表

二

資
金
収
支
内
訳
表

三

人
件
費
支
出
内
訳
表

四

人
件
費
支
出
内
訳
表
が
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
公
認
会
計
士

又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
そ
の
他
の
所
轄
庁
が
定
め
る
書
類

（
事
業
活
動
収
支
内
訳
表
の
記
載
方
法
等
）

第
三
条

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
活
動
収
支
内
訳
表
に
は
、
事
業
活
動
収
支
計
算
書
（
学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭

和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
第
十
六
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
活
動
収
支
計
算
書
を
い
う
。
）
に
記
載
さ

れ
る
事
業
活
動
収
入
及
び
事
業
活
動
支
出
並
び
に
基
本
金
組
入
額
の
決
算
の
額
を
次
に
掲
げ
る
部
門
ご
と
に
区
分
し

て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

学
校
法
人
（
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
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二

各
学
校
（
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
を
含
み
、
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三

研
究
所

四

各
病
院

五

農
場
、
演
習
林
そ
の
他
前
二
号
に
掲
げ
る
施
設
の
規
模
に
相
当
す
る
規
模
を
有
す
る
各
施
設

２

事
業
活
動
収
支
内
訳
表
の
様
式
は
、
第
一
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

（
資
金
収
支
内
訳
表
の
記
載
方
法
等
）

第
四
条

第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
資
金
収
支
内
訳
表
に
は
、
資
金
収
支
計
算
書
（
学
校
法
人
会
計
基
準
第
十
六
条
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
資
金
収
支
計
算
書
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載

さ
れ
る
収
入
及
び
支
出
で
当
該
会
計
年
度
の
諸
活
動
に
対
応
す
る
も
の
の
決
算
の
額
を
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
部
門

ご
と
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
部
門
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
二
以
上
の
学
部
を
置
く
大
学
に
あ
っ
て
は
学
部

（
当
該
学
部
の
専
攻
に
対
応
す
る
大
学
院
の
研
究
科
、
専
攻
科
及
び
別
科
を
含
む
。
）
に
、
二
以
上
の
学
科
を
置
く

短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
学
科
（
当
該
学
科
の
専
攻
に
対
応
す
る
専
攻
科
及
び
別
科
を
含
む
。
）
に
、
二
以
上
の
課
程

を
置
く
高
等
学
校
に
あ
っ
て
は
課
程
（
当
該
課
程
に
対
応
す
る
専
攻
科
及
び
別
科
を
含
む
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
細
分
し

て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
学
部
の
専
攻
に
対
応
し
な
い
大
学
院
の
研
究
科
は
大
学
の

学
部
と
み
な
す
。
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３

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
条
に
規
定
す
る
大
学
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
大
学
に
置
く
大
学
院
の
研
究
科
は
大
学
の
学
部
と
み
な
す
。

４

通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
大
学
に
係
る
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
育
を
担
当
す
る
機
関
は
大

学
の
学
部
又
は
短
期
大
学
の
学
科
と
み
な
す
。

５

資
金
収
支
内
訳
表
の
様
式
は
、
第
二
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

（
人
件
費
支
出
内
訳
表
の
記
載
方
法
等
）

第
五
条

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
人
件
費
支
出
内
訳
表
に
は
、
資
金
収
支
計
算
書
に
記
載
さ
れ
る
人
件
費
支
出
の
決

算
の
額
の
内
訳
を
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
部
門
ご
と
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

人
件
費
支
出
内
訳
表
の
様
式
は
、
第
三
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
会
計
年
度
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項

（
法
附
則
第
二
条
第
二
項
及
び
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
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の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
学
校
法
人
（
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等

（
法
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
開
始
し
た
会
計
年
度
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
学
校
法

人
の
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
、
収
支
予
算
書
及
び
監
査
報
告
書
の
作
成
及

び
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
人
に

対
す
る
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
規
定
中
学
校
法
人
に
は
、
当
分
の
間
、
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
法

附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２

学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
に
係
る
第
一

条
及
び
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
条
第
一
項

第
十
四
条
第
三
項

附
則
第
二
条
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
法
第
十
四
条
第
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三
項

第
一
条
第
二
項

第
十
四
条
第
二
項

附
則
第
二
条
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法

第
十
四
条
第
二
項

第
二
条

第
十
四
条
第
四
項

附
則
第
二
条
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法

第
十
四
条
第
四
項

所
轄
庁

都
道
府
県
知
事

（
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
人
の

特
別
の
会
計
に
係
る
書
類
の
作
成
方
法
等
）

第
四
条

学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
は
、
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
会
計
に

つ
い
て
、
学
校
法
人
会
計
基
準
の
規
定
に
従
い
、
会
計
処
理
を
行
い
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
並
び
に
こ
れ

ら
の
附
属
明
細
書
並
び
に
収
支
予
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
会
計
に
つ
い
て
、
学
校

法
人
会
計
基
準
の
規
定
又
は
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
社
会
福
祉
法
人
会
計
の
基
準
に
従
い
、
会
計
処
理
を

行
い
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
並
び
に
収
支
予
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
法
附
則
第
二

条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
に
係
る
学
校
法
人
会
計
基
準
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
の
規
定
の
う
ち

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
条
第
二
項

法
第
百
五
十
二
条
第
五
項
の
専
修
学
校
又
は

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律

各
種
学
校
の
設
置
の
み
を
目
的
と
す
る
法
人

第
六
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定

を
含
む
。

す
る
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設

置
者
等
で
あ
つ
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
特
別
の
会
計
の
経
理
を
す
る
も
の
及
び
同

法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法

人
で
あ
つ
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特

別
の
会
計
の
経
理
を
す
る
も
の
を
含
む
。
第

四
項
、
第
五
項
、
第
四
章
及
び
第
六
章
を
除

き
、

会
計
帳
簿
、
計
算
書
類
（
貸
借
対
照
表
及
び

計
算
書
類
（
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
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収
支
計
算
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
附
属
明

そ
の
附
属
明
細
書
並
び
に
財
産
目
録

細
書

第
六
条
第
一
項

法
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
法

私
立
学
校
振
興
助
成
法
附
則
第
二
条
第
三
項

人
が
作
成
す
べ
き

又
は
第
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特

別
の
会
計
に
係
る

第
八
条
第
二
項

定
額
法

定
額
法
又
は
定
率
法

第
十
三
条
第
一
項

設
立
当
初
に
取
得
し
た

私
立
学
校
振
興
助
成
法
附
則
第
二
条
第
三
項

第
一
号

又
は
第
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特

別
の
会
計
を
設
け
た
際
に
有
し
て
い
た

第
十
六
条
及
び
第

法
第
百
三
条
第
二
項

私
立
学
校
振
興
助
成
法
附
則
第
二
条
第
二
項

四
十
一
条
第
一
項

又
は
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

第
四
十
八
条

都
道
府
県
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人

学
校
法
人

（
会
計
監
査
人
を
置
く
も
の
を
除
く
。
以
下

「

会

計

監

査

人

非

設

置

知

事

所

轄

学

校

法

人
」
と
い
う
。
）
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第
四
十
九
条
、
第

会
計
監
査
人
非
設
置
知
事
所
轄
学
校
法
人

学
校
法
人

五
十
条
、
別
表
第

一
、
別
表
第
二
及

び
別
表
第
三

４

法
附
則
第
二
条
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
が
初
め
て
適
用
さ
れ
る
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社

会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
二
条
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
が
初
め
て
適
用
さ
れ
る
会
計
年
度
に
お
け
る
会
計
処
理
（
資
金
収
支
計
算
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
並
び
に
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
（
資
金
収
支
計
算
書
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明

細
書
並
び
に
事
業
活
動
収
支
内
訳
表
の
作
成
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
等
及
び
法
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
社
会
福
祉
法
人
が
前
項
に
規

定
す
る
会
計
年
度
の
末
日
に
有
し
て
い
る
資
産
に
係
る
評
価
及
び
減
価
償
却
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
学
校
法
人
会
計
基
準
第
七
条
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同

令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
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次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
（
令
和
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
九
号
）
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
第

一
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
第
九
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定

に
よ
り
助
成
を
受
け
る
協
力
学
校
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
条
中
「
法
第
十

四
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
私
立
学
校
振
興

助
成
法
第
十
四
条
第
四
項
本
文
」
と
、
「
所
轄
庁
」
と
あ
る
の
は
「
協
力
地
方
公
共
団
体
の
長
」
と
、
同
令
第
一

「

号
様
式
中

地
方

公
共

団
体

補
助

金「
協

力
地

方
公

共
団

体
補

助
金

と
あ
る
の
は

」

そ
の

他
の

地
方

公
共

団
体

補
助

金

「

と
、
同
令
第
二
号
様
式
中

地
方

公
共

団

」

体
補

助
金

収
入
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「

協
力

地
方

公
共

団
体

補
助

金
収

入

と
あ
る
の
は

」

そ
の

他
の

地
方

公
共

団
体

補
助

金
収

入と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
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